
6

対 ＝対象（特記ない場合、区内在住・在勤・在学者） 日 ＝日時・日程　場 ＝会場　 ＝当日直接会場へ　講 ＝講師　費 ＝費用（特記ない場合、無料）
備 ＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子〜未就学児が対象）　申 ＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可） 問 ＝問合せ先

＝区のホームページ（右記二次元コード）から申込可（ はスマートフォン不可）　区HP 0000 ＝区のホームページ検索バーへの番号入力でページを表示
マーク
概要

　経営課題の解決に取り組む区内事業者を対象に、中小企業診断
士を派遣します。 経営に関するお悩みを、豊富な経験と実績を持
つ専門家にご相談ください。 
対 区内に住所または事業所がある個人事業主、区内に法人登記の
ある中小企業者
場 相談1回目＝（公財）世田谷区産業振興公社
2回目以降＝（公財）世田谷区産業振興公社または相談者事業所

中小企業伴走型支援無料経営相談

　暴力は、性別を問わず、決して許されるものではありませんが、とりわけ、女性に対する配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為等
の暴力は、警察を含む相談機関への相談等から見ても被害が大きい状況にあります。
　また、暴力の一つであるDV（ドメスティック・バイオレンス）が行われている家庭では、同時に子どもに対する暴力が行われている場合があります。
　こうした状況の中、国では11月12～25日を1「女性に対する暴力をなくす運動」期間、11月1～30日を2「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャ
ンペーン」期間としていることから、区では、女性に対する暴力の防止と児童虐待防止の啓発を一体的に行い、あらゆる人に対する暴力の根絶をめざ
します。詳しくは、区HP 206155  をご覧ください。

あらゆる人に対する暴力の根絶をめざしています

問 1人権・男女共同参画課 ☎6304-3453 FAX6304-3710　2児童相談支援課 ☎6304-7745 FAX6304-7786

　急速な高齢化により、介護サービス需要の増大と生産年齢人口の減少が見込まれることから、介護
サービスの担い手となる人材の確保が難しくなっています。
　介護の仕事は人に寄り添い社会を支える、とても大切な仕事です。区では介護の資格を取得するた
めの費用助成等、様々な取組みを実施し、介護業界にチャレンジする方、介護職の方を全力でサポー
トします。

介護のしごと、はじめてみませんか

区の介護人材対策の取組み

就職相談、面接会等を実施しています 合同入職式・永年勤続表彰式を実施しました

●資格取得支援
◆初任者研修、実務者研修受講料助成
◆介護福祉士資格取得費用助成
◆登録ヘルパー等研修受講助成
◆介護に関する入門的研修

世田谷区福祉人材育成・研修センター（☎6379-4280 FAX6379-4281）でも、専門性を高めキャリ
アアップするための様々な研修を行う等、区で働く介護職の方をサポートしています。

●介護事業所向け支援
◆介護人材採用活動経費助成
◆宿舎借り上げ支援

●福祉の理解
◆夏休み福祉体験
◆福祉の出前入門講座 等

　介護・福祉の仕事に関心がある方に向けて、「せ
たがや福祉のしごと入門講座、相談・面接会」（年5回）
や「区内介護施設等見学会」（年5回）を実施してい
ます。詳しくは、同センター（ ☎・FAX前記）へお問い
合わせください。

　区内介護事業所に入職された新人職員や、通算10年以上勤務している方に、メッセージカード
や表彰状等を贈呈しました。また、セルフケアをテーマにした講演や、グループワークを行い、
事業所の垣根を越えた交流が生まれました。
　式典出席者からは、「区から直接表彰してもらえて感激した」「経験豊富な職員からアドバイス
をもらえてよかった」との言葉をいただきました。

問 高齢福祉課 ☎5432-2397 FAX5432-3085

面接会の様子▶ 式典での集合写真▶

●中央図書館で次の催しを行っています
写真・パネル展示…11月8日㈬まで
テーマ図書…………11月29日㈬まで
●せたがや福祉区民学会 第15回大会
日 11月11日㈯正午～午後5時30分
場 東京農業大学世田谷キャンパス（桜丘1-1-1）
費 500円（資料代）

11月11日は「介護の日」
介護について理解と認識を深める日です

対 区内で子育て支援活動を行う団体等による次の①～⑥の事業
①妊娠期・乳幼児期の子どもや親への支援活動
②学齢期の子どもや親への支援活動
③中高生世代に係る子どもの自立を支援する活動
④貧困・虐待等支援を必要とする家庭を支える活動や児童養護施設・里親等

による社会的養護に係る活動
⑤多世代交流や地域との連携等による子育て支援活動
⑥その他、区の子育て支援に貢献する活動
助成上限額／活動実績が3年以上の団体＝50万円または100万円（100万円
枠は別途条件あり）、活動実績が1年以上の団体＝25万円、活動実績が1年未
満の団体=10万円、個人＝5万円
備 決定通知は審査会による審査後、2月中に発送予定。詳しくは、募集要項

（ 区HP 120177 、子ども家庭課、児童館、図書館等にあり）をご覧ください。

世田谷区子ども基金令和6年度助成事業を
募集します

申電話またはホームページ（右記二次元コード）で（公
財）世田谷区産業振興公社（☎3411-6623 FAX3411-
6610）へ

問 労災保険＝渋谷労働基準監督署☎3780-6507 FAX3780-6595、
雇用保険＝渋谷公共職業安定所☎3476-8609 FAX3476-3833

　労働者を一人でも雇用した事業主には、労働保険（労災保険・雇
用保険）への加入が義務付けられています。また、「事業主が労働
保険に加入してくれない」等の問題を抱えている労働者は、ご相談
ください。
担当＝工業・ものづくり・雇用促進課

11月は「労働保険未手続事業
一掃強化期間」です

申11月20日〜12月4日（必着）に、申請書（募集要項にあり）を郵送または持
参で子ども家庭課（☎5432-2569 FAX5432-3081）へ

●寄附をお寄せください
　子ども・若者や子育て支援のため、区民、地域団体、事業者の皆さんか
らの寄附を募集しています。詳しくは、お問い合わせください。
問 子ども・若者支援課 ☎5432-2253 FAX5432-3016


